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第６章 各部門別の施策・取組 

第１節  部門別削減目標の施策・取組 

 

第１項 産業部門 

産業部門は、事業活動の中で自らの温室効果ガス排出、エネルギー消費の抑制に加え、

製品の提供先である他主体の温室効果ガス排出抑制などに寄与します。そのため、再生可

能エネルギーの導入などから温室効果ガスの排出抑制を図ると同時に、省エネ機器の導入

といった製品を提供するまでの温室効果ガスの排出も抑制していくことが期待されます。 

 今や地球温暖化対策は、ESG投資※１などの面から企業価値の向上につながり、事業拡

大の機会となります。国際的に、環境経営が必須条件となりつつあることについても、認

識することが重要です。 

 

※１ ESG投資とは 

ESG投資は、従来の財務情報だけでなく、環境（Environment） 

・社会（Social）・ガバナンス（Governance）要素も考慮した投資のことを指し

ます。 
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図 6.1-1 TCFD、SBT、RE100に取り組んでいる日本企業の状況 

出典：環境省 脱炭素経営に向けた取組の広がり より抜粋(2022年 9月 30日時点) 
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第２項 業務その他部門 

業務その他部門では、産業部門である建設業・鉱業、農林水産業、製造業に該当してい

ない事業者と、行政の 2 つの主体が対象となっています。事業・事務活動を通じて、両者

には自らの温室効果ガスの排出、エネルギー消費の抑制を図ることが求められます。加え

て、提供するサービスでも温室効果ガス排出を抑制することにより、他主体の温室効果ガ

ス排出抑制の選択肢となることが期待されます。 

事業者および行政の具体的取組は以下のとおりです。 

 

 

事業者の行動・目標 

 事業者は、顧客への商品・エネルギー・サービスの提供にあたり、脱炭素化に向けた新

たなライフスタイルの提案が求められます。 
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図 6.1-２ はじめてみませんか再エネ活用啓発ポスターを加工して作成  

出典：環境省 再エネスタート 
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行政の行動・目標(事務事業編) 

行政の役割は、国内・国際動向などを踏まえ、国や県、関係自治体と連携しながら、温

室効果ガスの排出抑制のための総合的、計画的な対策・施策の推進・管理することです。

行政の事務および事業の取組・施策を定める入間市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)

は、令和 5(2023)年に改定し、本計画に内包します。計画の推進を行うと同時に、他主

体への情報発信・普及啓発・環境教育を通じた取組を促進します。 



61 

 

 

  

 

ｖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政の取組 



62 

 

第３項 家庭部門 

市民は、自身の温室効果ガス排出を抑制するために、エネルギー消費量・温室効果ガス

排出量を把握し、抑制するための行動が求められます。また、行政では多くの区・自治会

や NPO などの市民団体の皆様にご活躍いただいているため、地球温暖化対策に関する活

動への参加などを通じ理解を深め、各主体と連携しながら地球温暖化対策に関する取組を

行うことが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 図 6.1-3家庭部門の取組例 

出典：環境省 COOL CHOICE 
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図 6..1-4家庭部門の取組例  

出典：環境省 COOL CHOICE 
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第４項 運輸部門 

運輸部門は、自動車や航空、鉄道といった移動や輸送に関わる二酸化炭素排出量となっ

ています。本部門における自動車の二酸化炭素排出量の割合は圧倒的に高く 87.6％です。 

中でも自家用乗用車、営業用貨物車の割合は高いため、市民・事業者にはEVやFCVと

いった次世代自動車の積極的な導入が求められます。 

行政は、新たに導入する公用車は原則 EVとし、令和 12(2030)年度までに既存の公用

車を次世代自動車(EV、FCV、PHEV、HV)とします。 

 

図 6.1-5できるだけ１回で受け取りませんかキャンペーン促進ポスターを加工して作成出

典：環境省 COOL CHOICE 
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図 6.1-6エコカーキャンペーン促進ポスターを加工して作成  

出典：環境省 COOL CHOICE 
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第５項 廃棄物部門 

各主体各々ゴミの減量を図るとともに、ゴミの処理に際し二酸化炭素の排出の原因とな

っているプラスチックの含有量を削減します。 

 

 

 市民・事業者・行政の取組・目標 
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第２節  脱炭素ロードマップについて 

 

公共施設および民間施設への再生可能エネルギー発電設備の導入、省エネルギー対策、

公用車の電気自動車化、気候変動対策および森林の育成・保全を継続するとともに、行政

の率先行動によって市民・事業者の地球温暖化対策に向けた取組意欲を高めることで、ソ

フト面での効率化を図ります。また、ダイアプランなどの広域連携とともに、産学官連携

による地球温暖化対策を加速することで令和 32(2050)年度カーボンニュートラル実現を

目指します。 
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第３節  地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項 

 

(1) 地域脱炭素化促進事業の目標  

環境や社会に配慮しつつ、再生可能エネルギーを最大限に導入する促進区域とは、温対

法第 21 条第５項に規定する市町村が定めるよう努めるものとしている「地域脱炭素化促

進事業の対象となる区域」を指します。これを設定することで、再生可能エネルギーを最

大限に導入し、将来的に地域全体の脱炭素の達成につなげていきます。 

 

 

図 6.3-1 促進区域設定目的および効果 
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(2)   地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(促進区域)：市有公共施設 

促進区域の設定に 4 つの類型があり、本市では、公有地・公有施設活用型で、市有公共

施設を促進区域として設定します。設定のイメージとしては、国、県などの関係機関との

調整を踏まえ、再エネ導入に問題のない適地(広域)を選定し、本市が所有している施設を

中心としたエリアを促進区域として設定します。 

図 6.3-2促進区域の類型 

 

なお、促進区域外であっても、事業提案型で促進区域の提案が行われた場合には、

個別に区域として設定することを検討することとします。 
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(3)   促進区域において整備する地域脱炭素促進施設の種類および規模 

種類：太陽光発電 

規模： 容量約 4.9MW 概算年間発電量約 5.4GWh          

表 6.3-3 導入効果が大きい、または導入を検討している施設の導入ポテンシャル 

施設名 
導入可能量 

(kW) 

年間太陽光発電量 

(kWh) 

年間 CO2削減量 

(t-CO2) 

市役所本庁舎 74 74,978 43 

市民活動センター 22 20,447 12 

健康福祉センター 29 33,810 20 

鍵山浄水場 187 202,975 118 

藤沢配水場 55 62,593 36 

扇町屋配水場 149 155,579 90 

東金子配水場 115 128,216 74 

豊岡配水場 77 75,850 44 

豊岡小学校 60 68,599 40 

金子小学校※ 187 196,403 114 

高倉小学校※ 148 155,264 90 

豊岡中学校※ 174 183,204 106 

金子中学校※ 223 268,158 155 

武蔵中学校※ 87 91,602 53 

黒須中学校※ 220 212,040 123 

東金子中学校※ 223 268,158 155 

上藤沢中学校※ 138 144,396 84 

東町中学校※ 248 260,841 151 

博物館 42 44,466 26 

東藤沢公民館 20 16,069 9 

西武公民館 30 30,015 17 

扇町屋公民館 7 8,117 5 

宮寺公民館・支所 13 14,925 9 

藤沢公民館 27 30,751 18 

東町公民館※ 5 4,900 2 

産業文化センター 

(児童センター含む) 
76 80,359 47 

木蓮寺減容施設跡地 491 547,450 317 

合計 3,128 3,380,165 1,956 

 ※導入可能量算定中のため、概算の値となります。 
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令和 4年 6月より再エネ導入可能性調査を実施しました。導入効果が大きい、または導

入を検討している施設(表 6.3-3)を含む市有施設全体を調査した結果、促進区域の対象と

なる施設の導入ポテンシャルは 4.9MW、概算年間発電量は約 5.4GWhとなります。一

般家庭の年間消費電力量は約、3,700kWh※1とされているため、6.3ＧＷhは約 1,450

世帯分の電力に相当します。 

※1 環境省「2019年度の家庭のエネルギー事情を知る～家庭でのエネルギー消費量について～」より 

 

(4)   地域脱炭素促進施設の整備の取組に関する事項 

・再エネ発電施設の整備 

・省エネ設備の整備(LED照明、エネルギー高効率空調設備など) 

 

(5)   地域の脱炭素化のための取組に関する事項 

・地域脱炭素化促進施設から得られた電気・熱を区域の住民・事業者に供給する取組 

・EV充電設備の整備などのまちづくりへの貢献 

・地域脱炭素化促進施設を活用した環境教育プログラムの提供 

・地域の森林整備などの CO₂吸収源対策 

 

(6)   地域の環境の保全のための取組 

・各種規制を踏まえ地域共生によって再生可能エネルギーの導入  
(7)   事業における地域の経済および社会の持続的発展に資する取組 

・産学官民連携型「入間市ゼロカーボン協議会」による地域の脱炭素促進 

・再生可能エネルギーの供給に伴う収益の一部を地域経済に還元する取組 

 

図 6.3-4 地域脱炭素化促進事業のイメージ 

出典：環境省 地域脱炭素化促進事業の内容と認定の基本的考え方より抜粋 


